
2023年11月の「水銀に関する水俣条約 第5回締約国会議」において、一般照明用の
蛍光ランプの製造・輸出入を、2027年までに段階的に廃止することが決定されました。
既に使用している製品の継続使用、廃止日までに製造された製品（在庫）の売買や
使用が禁止されるものではありませんが、LED照明への計画的な取替えをお願いします。

LED照明への変更の際は、電気工事業者による器具交換や、家庭でできるランプ交換など、
器具によって様々な方法があります。また、LEDランプの交換のみを行う場合、ランプの種別を
誤ると、発火や発煙など重大事故につながる恐れがあります。
詳しくは、最寄りの家電量販店や電器店にお問い合わせください。

「蛍光灯器具」や「白熱灯器具」に蛍光ランプ（蛍光灯）が使われています。
※蛍光ランプの種類、製造メーカーごとに廃止時期が異なります。 

製品本体に付された品番が「F」や「EF」で始まるものが蛍光ランプです。

一般照明用蛍光ランプの表示例
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